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1
農
業

計
画
期
間

市
町
村

　第２期計画の計画期間を５年間としてい
るが、３年などの短い期間に変更してもよ
いと思う。特に、昨今は温暖化による異常
気象や令和のコメ不足など、環境が劇的に
変化している。
　そのような場合に、５年縛りの計画で
フットワークが重くならないか危惧する。

　計画期間は５年間としておりますが、社会情勢の変
化や新たな課題への対応については、計画をベースと
しながら、臨機応変に対応してまいります。

2
農
業

集
落
営
農

市
町
村

　集落営農法人について、組織の構成員の
平均年齢も記載した方がよいと思う。若者
の集落営農法人への就職難は課題であり、
平均年齢も加えることで、より明確化され
ると思う。

　集落営農組織の構成員の平均年齢については、アン
ケート調査の回答率が十分でなく、正確な情報を得ら
れないため、素案には記載をしていません。
　なお、アンケート調査で回答のあった法人のうち
67%が人材が不足していると回答しており、後継者の
確保は大きな課題と考えており、第２期計画において
後継者確保の取組を進めてまいります。

3
農
業

水
田
園
芸

市
町
村

　水田園芸について、松江市の玉ねぎを栽
培する生産者から、とても他の地域に推奨
できないと意見をいただいている。
　また、昨今の米価の上昇に伴い、他県で
は先駆的に来年度の米の生産量を増やす動
きがある。水田園芸の産出額において、目
標と実績に著しい開きがある中で、あくま
でも水田園芸に力を入れることに、少し不
安を感じるところがある。
　特に、担い手の高齢化が著しい中、５年
後に方針転換をするようなことだけには、
ならないで欲しいと強く願う。

　水田農業や集落営農の持続性のためには、米だけで
はなく野菜など他の品目を組み合わせて経営全体で安
定的に収益を確保することが必要です。
　現在、米の価格が上昇しておりますが、今後の需給
変化のリスク等にも適応できるよう、引き続き、水田
経営の多角化に向けた環境整備は重要であると考えて
います。
　一方で、ご意見のように、水田園芸の取組において
生産性や収益性が十分でない地域もあるため、それぞ
れの地域で課題となっている要因を検証し、その解決
に向けて県も一緒に取り組んでまいります。
  第２期計画においては、適地適作も踏まえつつ、反
収向上、生産コスト低減に向けた県普及組織による技
術指導の徹底や担い手の経営改善支援を行うととも
に、関係機関と連携し機械利用や収穫、調製、販売な
どを共同で行う仕組み、いわゆる「拠点方式」による
産地化を進め、生産者が水田園芸に取り組みやすい環
境を整えてまいります。

4
農
業

ほ
場
整
備

生
産
者

　私の地区でも、高齢化による労働力不足
が進行するとともに用排水路の劣化によ
り、ほ場の荒廃がすすんでいくなか、ほ場
整備に取り組むとともに新たな担い手も創
出しようと話合い、農業法人を立ち上げま
した。そして、この法人経営の柱の一つと
して、また、ほ場整備の事業要件として高
収益作物≒水田園芸の取組は必要だと考え
試作に取り組んでいます。
　しかしながら、当地区の特殊な土壌条件
もあって、指導機関の熱心な指導支援をい
ただいてはいますが現在のところタマネギ
をはじめとする「県推進６品目」のなかに
は適作の作目が見つかりません。「県推進
６品目等」に、希望をつなぎつつ自助努力
としても作目選定の模索は続けようと決意
はしていますが少なくとも、ほ場整備事業
要件の高収益作物を「県推進６品目」に限
定することのないよう第２期計画の実践に
あたって強く要望します。

　ほ場整備事業における高収益作物の導入について
は、これまでも、県推進６品目と同等以上の収益性が
期待される品目についても事業の対象としてきたとこ
ろですが、ご意見のように、正確な情報が伝わってい
ない事例がありました。
　第２期計画では、地域がマーケットインの視点を持
ち、県推進６品目に加え、これ以外の園芸作物や有機
野菜などについても取り組みやすいよう、丁寧な説明
に努めてまいります。
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5
農
業

地
域
農
業
の
維
持
・
発
展

市
町
村

　素案では、集落営農法人の多くが人材不
足しており、多様な人材の確保が必要。ま
た地域農業についても、高齢化による担い
手不足で地域全体で営農を維持する体制が
必要と述べられている。実際に不足してい
る人材は素案において、「草刈り作業・水
管理」次いで「オペレーター」と記載があ
る。「水管理」「オペレーター」は専門性
があるのでひとまず置くとして、最も頻度
が高く専門性が低いものとして「草刈り作
業」がある。
　特に梅雨から夏は雑草の繁茂する勢いが
強く、営農者が高齢となっている現在にお
いては、夏場の高温の中における作業は負
担であり、離農や農地の耕作放棄地化の原
因の一つであると考えられる。県の素案に
は、法人化、作業未経験者への支援、雇用
確保支援、広域での作業受委託の体制づく
り、日本型直接支払意制度の推進などが記
載されており、よい方針であると思うが、
加えて、農作業受託サービス事業体の育成
と、その事業体への委託の推進は掲げられ
ないだろうか。
　国の補助金も創設されており、農業者で
はない地域の一般企業（例えば農機具メー
カー）や団体を農作業受託サービス事業体
として育成し、受委託料収支も踏まえなが
ら、各集落営農組織や地域農業者からの請
負体制の確立を目指してはどうだろうか。
県として進めてほしい案件と考える。

　農家の減少・高齢化が進む中、地域の農業・農地を
維持していくためには、担い手による農地の引き受け
だけでなく、地域の農業者や住民等が畦畔草刈りを協
力・分担する、草刈隊などが受託するといった取組が
重要と考えており、地域農業の維持・発展では、畦畔
管理を含めて、広域で営農維持に取り組む体制づくり
を進めていくこととしています。
　このため、第２期計画では、広域での作業受託の体
制づくりを進めることを明記しております。各地域に
おいて、営農維持に向けて必要となる組織の姿をしっ
かりと検討していただき、県ではそれに基づいて、
サービス事業体を含め、組織の大小に関わらず地域組
織の育成に取り組んでまいります。

6
林
業

原
木
の
生
産
性
向
上

市
町
村

　「原木の生産性向上」の取組の必要性に
関する文章中に「森林経営に対する意欲が
減退することがないよう、生産性の向上に
より収益を確保し」と記述されています
が、伐採収益による循環型の林業経営を実
現するためには、再造林を可能とする立木
販売収入の確保が重要です。
　このことから、５年後の目指す姿につい
ては、素材生産者による生産性の向上だけ
でなく、実際に森林所有者に支払われる額
「再造林が可能となる森林所有者への還元

目標額(1m
3
 当たり)」の設定が重要と考え

ます。

　ご意見いただいた「再造林が可能となる森林所有者
への還元目標額」は、森林所有者が意欲を持って森林
経営に取り組んでいただくうえで、重要な視点の一つ
と考えております。
　県では、第１期計画から林業の１サイクルの森林経
営の収支モデルについて試算をしています。この収支
モデルの試算において、森林所有者に支払われる伐採
時の収益や再造林に必要な経費も明らかにしていま
す。
　今回のご提案については、第２期計画においても引
き続き、収支モデルにおいて把握をしてまいります。

7
林
業

製
材
用
原
木
の
安
定
供
給

市
町
村

　ウッドコンビナートの強化に向けた取組
として「林業・木材産業関係者に加え、市
町村、設計士等の建築関係者、発注者とな
りうる団体等も含め、木造化に向けた関係
づくりを推進する」と記述されています
が、誰が中心となって関係づくりを進める
のでしょうか？地域事務所が中心となって
取組を推進されると思いますが、県が策定
された「木材利用率先計画」（令和５年３
月）に記載されている「地域協議会」を関
係づくりの組織として位置付けられるので
しょうか？
　取組の主体と具体的な取組内容を示す必
要があると考えます。

　ウッドコンビナートの強化にあたっては、流域林業
活性化センターが主体となり活動することを想定して
います。具体的な取組内容については、建築士や非住
宅建築物の発注者となりうる団体等も構成員に加えた
協議会を通じ、建築情報の共有や個別の木造建築物の
木材調達に関する協力体制の構築等、各地域で必要な
取組を支援することで、県産木材の需要拡大を図って
いきたいと考えております。
　なお、「木材利用率先計画」に記載されている「地
域協議会」は、県が整備する公共建築物の案件ごとに
県産木材の利用促進を目的に設置するものであり、第
２期計画に記載している上記協議会とは別の組織にな
ります。

分
野
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8
林
業

就
業
者
の
確
保

市
町
村

　製材業に対する理解を深めることは、製
材用原木の安定供給にも繋がるので、林業
科のカリキュラムにおける採材や製材に関
する内容を充実することも重要と考えま
す。また、このことが製材業の人材確保に
もつながると思います。（助成金等の制度
上、製材事業体への就業は難しいことは承
知しています。）

　農林大学校林業科では、森林資源の調査から植栽・
保育等の森林整備、高性能林業機械等を使用した効率
的な木材生産技術はもとより、木材市場や製材所・合
板工場等の加工施設、住宅建築等の現場見学等を通
じ、伐採した木がどのようなルートを経て付加価値を
付けながら活用されているかの理解を深める学習も
行っています。

9
林
業

労
働
災
害

市
町
村

　本文中には「生産性向上」や「労働生産
性の向上」という言葉が多く使われていま
すが、林業における労働災害の発生率は極
めて高く重症事故も多い状況にあります。
労働安全を軽視した生産性の向上では、林
業を持続可能な産業として発展させること
は困難です。こうしたことから、各種支援
策の実施においては、労働安全対策に積極
的に取り組む事業体を優先する事も必要と
考えます。
　また、労働安全衛生法、森林法やクリー
ンウッド法などの法令遵守を徹底すること
も、当たり前のことですが林業木材産業の
発展には大変重要なことです。

　ご意見のとおり、各種法令を遵守し、事業体自らが
労働安全対策に積極的に取り組むことが林業を持続可
能な産業として発展させていくために重要と考えてい
ます。
  そのため、県独自の制度である「島根林業魅力向上
プログラム」においては、事業体における労働安全対
策への取組目標も項目に含めている他、登録にあたっ
ては「法令遵守などコンプライアンスの確保」に関す
る誓約書の提出も要件にしており、県においては、こ
れら登録事業体を集中的に支援しているところです。

分
野


